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法人、組合の合意無いまま過半数代表者の選出選挙を続行 

 

８月６日公示の信任投票の投票期間の延長に関して団交を要求 

組合ニュースＮｏ.３８、Ｎｏ.３９でお伝えした通り、組合からの再三の申し入れにも関わらず、

法人・事務局側は７月１０日に過半数代表者の選出選挙を公示し、８月２日に投票を強行しました。

そして、８月３日に選挙結果を公示し、最多得票者が選挙資格者の過半数に達しなかったため、８月

６日なって信任投票の実施について公示しました。 

夏期休業期間中にもかかわらず行われる信任投票について、組合は８月６日に以下のように、団体

交渉開催を要求しました。 

 

団体交渉開催の要求について 

標記について、下記の通り団体交渉の開催を申し入れる。 

 １．学校法人札幌大学労働者の過半数代表者信任投票の投票期間の延期を要求する。 

 【説明】 

貴法人は組合からの再三の申入れにもかかわらず８月３日に過半数代表者選出選挙を強行し、そ

の選挙結果を公示した。また、６日になって最上位得票者に対する信任投票実施について公示した。

信任投票の公示によると、投票期間が８月２１日から２３日までであり、郵送投票の受付期間が８

月６日から２２日という。 

 しかし、８月７日より９月１８日まで本学は夏期休業に入り、選挙公示の内容が徹底されるとは

限らない。また、特に非常勤講師は授業の無い休業期間中において、長期不在などの理由で、郵送

投票の期間中に公示内容すら知らない可能性も高い。また、先の選挙でも、学期末に投票を実施し

たため、とりわけ非常勤講師の投票率が低かったと聞く。 

 このような選挙の日程は、特に非常勤講師の投票を考慮していないものであり、職域による選出

選挙の「公平性・公正性・透明性」の観点から不当である。 

 また、そもそも組合は法人・事務局側作成の選出要領による選挙は認めておらず、組合案の要領

でも、投票しやすい日程にすべきであるとしている。ところが、公示された信任投票の日程では、

夏季休業期間中のため投票数が少なく、法人・事務局側の要領第１２条３項により、信任しない者

が選挙資格者の半数に満たない可能性も高くなる。このため、信任票が選挙資格者の過半数に満た

なければ、法的に過半数代表者と認められない可能性が高い。 

 以上の理由から、選挙期間を少なくとも秋学期の授業開始以降に延期することを要求し、かかる

問題で緊急の団体交渉開催を申し入れる。 

 上記について、決定権限を有する理事長・専務理事の出席を前提とし、成績入力もひと段落し、

お盆明けた８月１７日（金曜日）以降の団体交渉を申し入れる。団交開催に関する組合への回答は、

８月８日（水曜日）１７時までに書記長に連絡のこととする。 

  

法人からは、８月８日に何の理由も示されないまま別の日程での団交開催に応じるとの回答があり、
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双方でやりとりした結果、８月２４日に団交を開催することになりました。 

 

問題の責任を選挙管理委員会だけに押し付ける法人 

ところで、上記の８月８日付け法人の回答には、以下のような記述がありました。 

 

なお、この度の選挙の実施にあたって必要な事項の決定は、要領に基づき、選挙管理委員会に委

ねられており、選挙日程、選挙の公示などについても選挙管理委員会の判断により行われており

ますことを申し添えます。 

 

  理事 武田 修一 

 

８月２４日の団交でも、法人側出席者はこうした回答と同様の発言をくり返していました。確かに、

要領では日程などの決定は選挙管理委員会の業務となっており、法人は選挙管理委員会の業務遂行を

協力する立場であるのでしょう。しかし、例えば、会議室の貸し出し許可を出す際などに選挙管理委

員会に、日程などについて再考を求めるようアドバイスすることもできるはずです。これは「責任は

全て現場で働く職員にあり、上司である経営陣はあずかり知らない」という責任転嫁に外ならず、無

責任の極みであり、何の為にいる経営陣なのか、その存在価値さえ疑わせるような発言です。 

 

法人、７月１０日公示からの一連の代表者選出選挙が自らの一方的な意向によること

を認める 

８月２４日の団体交渉では、まず、７月１０日公示で出された要領について、以下のようなやり取

りがありました。 

 

組  合：７月９日の時に出された法人・事務局側作成の要領についてだが、どこが、或いは誰が

あの要領で選出選挙をやると決めたのか？ 

武田理事：法人で決めた。 

組  合：法人の誰が決めたのか？理事長が決めたのか？ 

武田理事：そうだ。 

 

また、団体交渉では、法人側出席者がこの過半数代表者の選出について、くり返し「本学では前例

がないので、法人がフレームワークを作り、それにのっとってやった」とも述べました。すなわち、

この過半数代表者が使用者の意向によって選出されたことを認めたのです。組合ニュースＮｏ.３５で

お伝えした厚生労働省の通達にある「使用者の意向によって選出された者ではないこと」という記述

や、過去の判例（トーコロ事件）から、労働基準法の趣旨に逸脱しているケースに該当するのではな

いでしょうか。 

法人がこのような考えを最初から持っていたのならば、組合との団体交渉や事務折衝は何だったの

でしょうか？これについて、組合は法人に以下のようにただしました。 

 

組  合：６月２８日と７月６日に組合が団交要求しているのに、法人は、法人側出席者の日程の

都合がつかないとか、選挙の公示をするからという理由で、要求を断った。法人には、

「団交を断る権限がある」と考えているのか？ 

武田理事：そうした権限があると考えている。 
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組  合：法人は、４月にも組合からの団交要求を、「それは交渉事項ではない」という理由で断

った。それでは、なぜ５月１０日開催の団交には応じたのか？ 

組  合：その後、法人は組合が出した団交の確認書も受け取らなかった。５月１０日の団交はカ

ラ団交だったのではないか？ 

武田理事：そういうことになる。 

 

以上のように、法人は組合の団体交渉開催要求を断る権限があると考えており、５月１０日の団体

交渉もカラ団交だったことを認めました。これは組合の団結権や交渉権を踏みにじるものであり、労

働組合法第７条違反です。 

 

またしても組合を無視して信任投票の追加投票を強行した法人 

このように労働基準法を逸脱し、労働組合法に違反してまで、法人は過半数代表者の選出を強行し、

９月１３日にこの過半数代表者と３６協定の締結をしました。ところが、この３６協定書は労働基準

監督署で不受理となりました。 

組合は、選挙管理委員会に対して「３６協定書が労働基準監督署で不受理となったという情報を入

手したが、その理由を教えて欲しい」という要望を出していました。９月２０日付け文書にある回答

には、「不受理の理由は承知していないことから回答できない」とありました。この文書を受け取った

のは９月２７日です。 

ところが、９月２９日のオープンキャンパスが終わった後に、選挙管理委員会から「３６協定書が

不受理となった事由について」という告示と「学校法人札幌大学労働者の過半数代表者信任投票につ

いて」という公示が出されました。そして、振替休日の１０月５日に、「学校法人札幌大学労働者の過

半数代表者信任投票 選挙結果」という公示が出されました。 

この一連の信任投票の追加投票に関する問題点を以下に列挙します。 

 

①労基署からは、過半数代表者の選出選挙において、選挙資格者に学生アルバイトが入っていない

労働基準法違反が指摘されている。つまり、７月１０日公示の選出選挙と８月６日公示の信任投

票は適法に行われていなかったことになる。ということは、８月３日と８月２３日に公示された

選挙結果は無効ということであり、その結果として選出された過半数代表者も無効となるはずで

ある。 

②９月２９日の公示に記されている要領の改正内容には、「附則に、『この要領は、平成３０年９月

２７日から施行する。』を加える。」とある。すなわち、要領は９月２７日から有効であり、それ

以前のものは無効となる。ということは、９月２７日以前の要領を基に行われた２度の選挙は無

効となるはずであり、同様に、以前の要領を基に設置された選挙管理委員会も無効となるはずで

る。 

③今回の信任投票の追加投票の投票日は振替休日である。このような日に投票日を設定することは、

学生アルバイトに対する公平性に問題があるのではないか？ 

④法人・事務局側は、８月３日に公示された立候補選挙の選挙結果、また８月２３日に公示された

信任投票の選挙結果に、学生アルバイトの人数をそのまま単純にプラスしても選挙結果は変わら

ないと考えたのかもしれない。しかし、全ての選挙資格者が１０月５日の投票期間（１０月２日

から４日の郵送投票期間も含めて）に投票しても、投票結果がそうならない可能性もある。この

ことは、そうした可能性を根拠もなく否定し、学生アルバイト以外の全ての選挙資格者の投票で

きる権利を一方的に奪っていることにつながる。 

⑤しかも、非常勤講師の中には、春学期で雇用期間が終了する者と、秋学期から雇用期間が始まる

者もいる。また、事務職員の中には１０月１日付けで採用されたものがあると聞く。前２回の時
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と今回とでは、選挙資格者の構成が異なっている。にもかかわらず、前２回の選挙時の選挙資格

者が投票した投票結果に、１０月５日の投票者数をプラスした数字を投票結果とするには、公正

性・公平性の上で問題がある。 

⑥そもそも、今回の信任投票の追加投票について、労働者の団体である教職員組合との合意形成が

全く図られていない。 

⑦道内他校で実施された過半数代表者選挙に関して、「投票しない票は信任とする、というような

みなし規定は不適切」との法的判断が下された例があり、組合が相談した弁護士は、「法人・事務

局側作成の要領の第１２条第３項もこれと同様と考えられる」と発言している。このことからも、

８月２３日の信任投票結果の有効性にも疑義が生じている。 

 

以上の点から、９月２９日公示、１０月５日投票の信任投票の追加投票は、公正性・公平性の上で

大きな問題があります。特に④と⑤に指摘した通り、「学生アルバイトに対する信任投票の追加投票」

という形で行われた今回の選挙では、法人・事務局側の勝手な思い込みによって、学生アルバイト以

外の選挙資格者は投票する機会を一方的に奪われてしまいました。これのどこが「労働者の過半数が

当該者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続き」なのか、どこに公正性・公平性が確

保されているのか、全く理解できません。 

こうした労働基準法の趣旨から逸脱し、民主的とは言い難い選出手続きを経て選出された過半数代

表者との３６協定書を、はたして労働基準監督署が受理するのでしょうか。 

 

２０１８年度札幌大学教職員組合大会の開催 

 組合ニュースＮｏ.３７、Ｎｏ.３８でお伝えした通り、７月１３日に札幌大学教職員組合大会を開

催しました。２０１８年度の教職員組合役員が選出されましたのでお知らせいたします。 

 

  執行委員長：佐藤 郁夫 

  副執行委員長： 空席 

  書 記 長：髙瀬奈津子 

  執行委員：浅見 吏郎、前原 宏一、フィリップ・ラドクリフ 

 

 


